
長野県地域未来戦略推進本部

〔構成〕
知事（本部長）、副知事（副本部長）、教育長、

  公営企業管理者、危機管理監、産業政策監、部局長、
地域振興局長

〔所掌事項〕
・国の地域未来戦略の推進に関する事項
・県が策定する地域産業成長プランの策定
及び推進に関する事項

〔事務局〕
産業労働部産業政策課

長野県成長戦略推進協議会(仮称)

〔構成〕
経済団体、金融機関、支援機関、大学、
市町村、有識者(学識経験者、企業経営者等)、
その他関係機関、県 等

〔事務局〕
産業労働部産業政策課

検討体制

○ 長野県の地域産業成長プラン等に関する決定機関として、庁内に推進本部を設置

○ 長野県成長戦略協議会(仮称)を設置し、産業界等との意見交換を実施予定

○ 分野別検討プロジェクトチームを設置し、外部の有識者等が参加し意見を聞きながら、
地域産業成長プランの原案を作成

分野別検討プロジェクトチーム
〔構成〕PJリーダー：取りまとめ担当課長等 メンバー：関係課、外部の経営者・有識者等

〔検討事項〕分野別プロジェクトの検討

〔事務局〕取りまとめ担当課
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２ 地域産業成長プラン等の策定に向けた今後の進め方について 資料2

連携・意見聴取
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